
（添付書類５）　平面図

9ｍ

（共用）

5ｍ　 便所 相談室 調理室 　

　20㎡ 　20㎡ 20㎡

静養室　20㎡ 玄関ホール

13ｍ 4ｍ

　　機能訓練室 0.5ｍ 事務室　20㎡

　　（食堂兼用）

94.5㎡ 5ｍ　　　 脱衣室 　浴室 70㎡

20㎡

【算出根拠】

機能訓練室（食堂兼用）：13.00ｍ×9.00ｍ - 5.00ｍ×4.00ｍ（静養室） - 5.00ｍ×0.50ｍ（棚）　=　94.50㎡

備考　1 　各室の用途及び面積を記載してください。

2 　当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係を分かりやすく表示してください。

3 　面積は、内法（うちのり）で計測してください。

　※建築図面の寸法は、壁芯が通常ですが、介護保険では、壁の内側の寸法（内法 = 有効面積）で測ります。

4 　面積基準のあるもの（通所介護の食堂及び機能訓練室等）は、その算出根拠となる計算式を、算出根拠欄に記載してください。
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机、椅子等の配

置を記載 

棚等、容易に動かすことができないも

のは、必要面積から除外してください 


